
2019年10月01日

いつもお世話になっております。
令和元年１０月からの介護報酬改定に伴い、区分、体制等をお知らせいたします。
ご不明な点等ございましたらご連絡ください。

介護給費算定に係る体制等状況一覧表（訪問入浴）

事業所番号

特別地域加算 　　■　なし　　□　あり

　　□　なし　　■　加算Ⅰ（2.1％）　　□　加算Ⅱ　

ＴＥＬ ＦＡＸ082-824-2777 082-823-1294

住所

サービス提供体制強化加算　　□　なし　　■　加算Ⅰイ　　□　加算Ⅰロ

※特定介護職員等処遇改
善加算

介護職員処遇改善加算

地域区分 　　□　1級地　　□　2級地　　□　3級地　　□　4級地　　□　5級地　　□　6級地　　■　7級地　　□　その他　　1単位あたり（10.21）円

生活保護指定区分 　　□　指定なし　　■　指定あり

事業所による割引 　　■　なし　　□　あり

　　□　なし

　　■　加算Ⅰ（5.8％）　　□　加算Ⅱ（4.2％）　　□　加算Ⅲ（2.3％）　　□　加算Ⅳ（2.3×90％）　　□　加算Ⅴ（2.3×80％）

3 4 7 3 2 0 0 1 2 3
〒736-0041
広島県安芸郡海田町大正町２－２２

事業所名
（株）広島福祉サービス
訪問入浴介護事業部


